
文化庁eBooksプロジェクトの概要

① 対象資料の選定

② 権利処理

③ 電子書籍の制作

権利者の許諾権利者に関する調査等

死後50年
経過

権利者
連絡先

国立国会図書館のデジタル化済み資料から選定。

対象資料の著作権を処理。

著作権処理の済んだ資料を電子書籍化。
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④ 電子書籍の配信

トリミング

ファイル形式

⑤ 利用状況等の評価

実際の電子書店を通じて配信。

一般ユーザの評価を検討。

将来、民間事業者や公的機関等が、既存のデジタル化資料を基に、新たに電子書籍を作成・配信
する場合のガイドを作成。


